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４　要望36項目に回答を得る　合同部会「十和田市との懇談会」開催
３　〈この人に聞く〉　十和田市観光商工部　部長　本宿貴一さん
６　〈快進撃企業に学べ〉　農業を成長産業に変えた「おおむら夢ファームシュシュ」　
７　理財・情報部会ワンポイント情報　平成35年10月1日スタート インボイス制度について
７　女性会インフォメーション＆青年部インフォメーション
10　平成30年新年祝賀会のお知らせ
12　〈今月のショーウィンドー〉　㈱とのさき不動産
12　〈きらめけっ未来の主役〉　山崎製パン㈱十和田工場　赤石夕香さん

日本の名水のひとつ、赤沼の沼袋、崖の初雪である。

雪におおわれた斜面は名水の里にふさわしい。

初雪を着て草木のすがすがし　　晃
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日 月 火 水 木 金 土

3　 ４ ５ 
・補助員等研修会
（～６日）

６ ７
・第２回経営指導
員等研修会（～
８日）

８ ９

10 11
・建設部会セミナ
ー

・県連経理担当職
員研修会

12 13
・商工会議所中間
監査

・十和田地区事業
所と就職希望生
徒との懇談会

14
・第28回優良従業
員表彰式・祝賀
会

・定例金融相談
・創業相談

15 16

17 18 19 20
・第３回十和田市
社会福祉協議会
評議員会

21 22 23 天皇誕生日

24
・桜流鏑馬フォト
コンテスト

25 26 27
・創業相談

28
・商工会議所事務
局仕事納め

29 30

31 １/1 元日 ２ ３ ４
・商工会議所事務
局仕事始め

・平成30年新年祝
賀会

５ ６

DEC JAN 会議所カレンダー12 １

●当所事業　●外部事業　●各種イベント

仕事を心から楽しめるかどうか。仕事を心から楽しめるかどうか。
どんな仕事でも工夫しだいで楽しめる。どんな仕事でも工夫しだいで楽しめる。
楽しむことは、長い人生において楽しむことは、長い人生において
思ってる以上に大切なことです。思ってる以上に大切なことです。
楽しんでる人に運は集まるから。楽しんでる人に運は集まるから。

書道家　武田　双雲書道家　武田　双雲

武田　双雲／たけだ・そううん

　1975年熊本生まれ。東京理科大学を卒業後
ＮＴＴに就職、約３年後に書道家として独立。
ＮＨＫ大河ドラマ「天地人」や世界遺産「平
泉」、世界一のスパコン「京」など数々の題字
を手がける。独自の世界観で全国で個展を開
催。作品集「たのしか」「絆」など著書は40
を超える。書道教室には約300人の門下生が
通う (2005年新規募集締め切り )。2013年度、
文化庁から文化交流使に任命され、ベトナム～インドネシアにて活動するなど、
世界各国からさまざまなオファーを受ける。⇒ http://ameblo.jp/souun
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十和田市観光商工部
　部　長

 本
もとしゅく

宿　貴
たか ひ ろ

一さん（46歳）

経験を生かしながら　
持続可能な地域づくりを推進
十和田市への派遣
　異動もいろいろと経験しているので、内示を受けた

際もそんなに驚きはありませんでした。職務内容につ

いても、進め方に勝手の違いがあったものの、携わっ

てきた仕事に関連することが多かったので、すんなり

掴めた気がします。

　戸惑った点を挙げるとすれば、“部長”というポジ

ションですね。これまでは、一担当者として与えられ

た自分の任務に専念という感じでしたが、今は一つ一

つのことをしっかりと押さえつつ、俯瞰する視線も

持って幅広く全体のことを把握することも求められま

す。職場の雰囲気やチームワークの良さに助けられて

いますが、信頼を得るためにも気を引き締めて努めて

いきたいと思います。

 

地域活性化に向けた取組の中で
　観光商工部では、地域経済の活性化に向け、国立公

園満喫プロジェクトの推進や観光地の魅力向上などの

観光地域づくり、中心市街地の活性化などに取り組ん

でいます。私は、それらの取組がスムーズにプラスの

方向に進んでいけるように、経験も生かしながら務め

を果たしていきたいと思います。今すぐ出る結果も大

事ですが、持続可能な地域にしていくために、将来を

見据えた土台づくりをしっかりと行っていきたいと思

います。

 

目的地が決まったら
　出かけることが好きで、一人旅もよくします。思い

立ったら即行動で、目的地が決まったら、綿密な計画

は立てずに“いざ出発！”という感じです。観光して、

地元の温泉とお酒を堪能してきます。乗り物に乗って

いる時間も好きで、周りの風景を眺めながら移動の過

程も楽しんでいます。何年か前に東北エリアの道の駅

スタンプラリーに挑戦したこともあって、その時、全

駅制覇を達成しました。

 
地域の活力を伸ばして
　外国人観光客が急増する中で、外貨獲得は経済を潤

す大きな一つの要素となりますが、その一方で、やは

り地域内における安定した経済の好循環を確立するこ

とも大事なことだと考えてます。そのために私たちも、

地元の産業・地域資源の魅力・強みを引き出して活か

し伸ばすことに加え、創業支援などの新たな生業づく

りも含めた、持続的な地域経済の活性化に積極的に取

り組んでいきたいと思います。

1971年三沢市生まれ。八戸北高校、北海道大学文学部を卒業し、㈱
ダイエーコンビニエンスシステムズ（現在の㈱ローソン）に入社。4年
半ほど勤務した後、一念発起し2000年に青森県庁へ入庁。労働者関
係や雇用対策を取り扱う労政課をはじめ、食の安全・安心対策に係
る指針策定や若年者の離職防止に係る事業等を手掛ける。また、’08
年からは福岡情報センターで青森県の観光や物産のＰＲに尽力し、
その後、（公社）青森県観光連盟において ’11年の青森ディスティネー
ションキャンペーン等に携わる。前任は観光国際戦略局誘客交流課。
2017年4月、十和田市への派遣により観光商工部長に着任した。

十和田市　TEL 0176－23－5111　ホームページ http://www.city.towada.lg.jp/

Profi le
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新相撲場建設
　　　要望36項目に回答得る
相撲競技は当面、仮設での開設を検討

な
　ど

　十和田商工会議所では、11月６日に合同部会「十和

田市との懇談会」を開催。小山田市長をはじめ、市の

担当部課長から、今年度当所から提出した要望に対す

る市の回答をいただいた。

　回答の概要は以下の通り。今回の回答をもとに、よ

りよい地域づくりと地域経済の発展に向けた更に活発

な活動を図っていきたい。

　また、詳細については当所ホームページ (http://

www.towada.or.jp) に掲載。是非ご覧ください。 市の回答説明を聞くため多くの会員事業所が出席した合同部会

重点要望事項

＜要望内容＞

　十和田市における相撲は、市の発展とともに地域住

民に親しまれてきたスポーツ競技であり、相撲場では

66回を数える選抜高校相撲大会をはじめ、全国規模の

大会をこれまで幾度も開催してきた。また、全国的に

も珍しい屋根付きの施設は、相撲競技のみならず各種

イベントにも多目的に利用されてきた。耐震診断結果

を理解した上で、現在と同様の施設の早期建設促進を

要望。

＜回答内容＞

　今後10年間は他の大規模建設事業が続くことから、

早期の整備は難しく、「十和田市公共施設等総合管理

計画」第１期実施計画終了後に検討していきたい。そ

のため、相撲競技は、当面の間、

今年度のように仮設テントでの

開催（写真）を継続してから、現

在、整備予定の屋内グラウンド

で開催することを検討している。

１．十和田市新相撲場建設促進について（新規）

＜要望内容＞

　建設から40数年が経つ志道館も、改修費・修繕費が

かさむことから取り壊しの話を耳にした。取り壊し後

には、将来を担う子ども達の教育環境の充実や市民の

学習づくり、次代を担う人材育成の観点からも、合宿

所だけではなく研修施設（勉強合宿も可能）も兼ね備え

た施設建設の促進を要望。

＜回答内容＞

　志道館は、「十和田市公共施設等総合管理計画」第

１期実施計画の中で、平成34年度に（旧）市民屋内グラ

ウンド及び勤労青少年ホームの解体跡地に建替える予

定。研修機能については、基本構想を

策定する中で市民や関係機関等の意見

を聞きながら検討していきたい。

２．旧市民体育館取り壊しに伴う跡地への合宿所及び研修施設を兼ね備えた施設建設促進について（新規）

新規要望事項（回答のみ）

○市道伝法寺藤島線の除雪頻度の見直しについて
　市道の除雪は、市の出動基準に基づき実施してい

るため、一部の路線のみ出動基準を変更することは

現在のところ考えていない。走行に危険な轍掘れが

発生した際には、状況を見ながら随時轍剥ぎ取りの

対応をしていきたい。

○除雪重機通過後の民家の出入り口の除雪対策につ
いて
　除雪が困難な高齢者や身体に障がいのある方等へ

は、「まごころ除雪事業」により対応しているが、

基本的に寄せ雪は自己処理に努め

ていただきたい。尚、大きな塊と

なり機械処理が必要な場合には、

その都度対応していきたい。○十和田ポニー温泉付近の交差点改良整備の促進に
ついて
　国道102号と市道並木八郷線の交差角度や国道102

号の車両停止位置等が問題と考えられることから、

交差点内の安全確保や円滑な通行を図るため、車両

停止位線の位置の見直しなど、県や十和田警察署等

の関係機関と協議を進めていきたい。

○市中心部から上北自動車道へのアクセス道路の整
備促進について
　来年度供用予定の仮称上北（２）インターへは、県

のアクセス道路の整備が必要と考えられることか

ら、県や国に対し働きかける。上北自動車道への接
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続についても、効果が見込まれる路線を調査した上

で、県や関係機関と協議していきたい。

○全国規模の催事の誘致及び誘客を可能とするため
のトータルデザインの構築について（公共施設等
周辺の駐車場整備）
　多様な主体と連携・協力しながら、周辺駐車場の

有効活用、利便性向上に努めていきたい。現在計画

策定中の（仮称）十和田市屋内グラウンドについて

も、限られた市有地の中で最大限の台数を確保でき

るよう計画を進めている。

 

○市内要所における災害時避難場所案内板等の設置
と災害時の避難関連事項の周知徹底について
　避難場所案内板等の増設の予定はないが、スマー

トフォン等の通信機器に対応した、きめ細やかな情

報を「駒らん情報めーる」等を通じて発信するとと

もに、市広報を通じた周知に努めていく。

 

○住宅街における太陽光発電システムの建設・設置
規制について
　住宅街の私有地に建設する太陽光発電システムの

設備等は、小規模な工作物に該当するため、国、県、

市に対する届出の必要がなく、これに特化した規制

は難しいことから、「十和田市生活環境保全条例」

に基づき、生活環境への配慮

等について周知しながら、良

好な生活環境を損なうことの

ないように努める協力を求め

ていきたい。

○公共工事における交通誘導警備員（ガードマン）の
積算方式について
　必要人員は、施工内容から積算基準書に基づき計

上しているが、警察署等の関係機関との協議により

増員が必要と指示された場合については、その都度

対応していく。

 

○冬季の交差点の融雪について
　信号機のある交差点や急カー

ブ・急傾斜地など市内約 210 か所

に凍結防止剤を散布しており、今

後も運行車両の安全確保に努めて

いきたい。

 

○官庁街通りへの温度計設置について
　沿道に松や桜の並木があるため、設置には不向き

と考えるが、路面凍結の注意喚起を促す観点から、

調査・研究していきたい。

 

○高齢ドライバーの交通事故防止に向けた運転免許
証自主返納を促す環境整備の促進について
　65 歳以上の高齢ドライバー

が運転免許の全部を返納した場

合に、商品券やタクシー券・バ

ス券等１万円相当額交付する

「十和田市高齢者運転免許証自

主返納支援事業」を今年度より実施。今後も関係機

関と連携しながら、自主返納を促す環境整備に努め

るとともに、意識啓発にも努め、交通ルールの遵守

と正しい交通マナーの普及浸透を図っていく。

継続要望事項（進展・変化が見られた主なものについて、回答のみ）

○青森銀行十和田支店交差点の歩車分離式信号の必
要性の再考も含めた渋滞解消対策の構築について
　十和田警察署からは「調査を行い運用時間帯の短

縮変更を本部へ要望しているが、横断需要バランス

や信号機サイクルのバランス等の検討から、時間を

要する場合がある」との回答。大学通りの拡幅につ

いては、みちのく銀行旧稲生町支店の活用について

検討を進める中で調査・研究していきたい。

 
○全天候型多目的球技場の設置について

　今年度、国内最高レベルＪ２以上の試合ができる

県立のサッカー等球技専用ス

タジアムを県に要望。県の財

政状況を勘案しながらになる

が、引き続き要望していきた

い。

 
○６次産業化推進に向けた環境整備について

　平成 28 年度は、６次産業化に取り組む民間事業

者の施設整備に補助し、当市でもレトルト加工が可

能となった。今年度は、道の駅奥入瀬「味楽工房」

で、乾燥野菜や菓子類等を製造できる食品加工室の

整備を進めている。

 
○市役所駐車場の慢性的な混雑の解消について

　新庁舎建設により、駐車可能台数は 200 台程度確

保する見込み(従前は195台 )。

庁舎入口付近には優先駐車ス

ペースを設置するなど、利便性

や安全性に配慮したものにして

いきたい。
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第20回
農業を成長産業に変えた　『おおむら夢ファームシュシュ』

法政大学大学院政策創造研究科　教授　坂本光司

　おおむら夢ファームシュシュの本部、有限会社

シュシュは、長崎空港から車で15分ほど走った大村

湾が一望できる小高い丘の上にある。１万5000㎡の

敷地には、農業体験ができるブドウ畑やリンゴ畑が

あるほか、シュシュで栽培されているさまざまな農

産品や、それを加工した各種食品を販売する物産館、

さらにはレストランや結婚式場などがある。時代は

６次産業化といわれるが、先駆けとなる長崎県を代

表するビジネス農業体である。

　同社の創業は、今から約20年前の1996（平

成８）年。現社長である山口成美（なるみ）

さんをはじめ、地域の若い農業後継者８人

が、小規模農家の限界を感じ、所有してい

たビニールハウスを利活用して、栽培して

いたイチゴの販売や、イチゴ狩り体験を事

業としてスタートさせた。

　しかし、それだけでは足りないと感じた山口さん

たちは、翌97年からは自分たちが生産しているイチ

ゴやブドウ、さらには梨やイチジクなどの店売りを

続ける一方で、地域の農業者から卵や牛乳などを仕

入れ、大きさや形で出荷販売できない規格外の果物

を、ジェラートやパン・ケーキに加工して販売する

ようにした。それを契機に、店名もアイスクリーム

工房「手作りジェラートシュシュ」と変えた。

　その後、地元の若手農業者約40人の参加を得て、

勉強会や全国各地の先進的なビジネス農業体の視察

を頻繁に行った。その成果として、地域の中小農家

が大同団結し、魅力度を高める現在のシュシュ構想

が生まれた。

　しかしながら、その建設には多大の資金がかかる

だけでなく、リスクもあった。構想が煮詰まるにつ

れ、メンバーは減少していき、最後まで残った農

業経営者８人で「おおむら夢ファームシュシュ」

をスタートさせたのである。ちなみに、シュシュ

（chouchou）とはフランス語の話し言葉で、「お気に

入り」という意味である。

　同社の創業メンバーの中核は現社長であ

る山口さんである。今日の隆盛は、正直、

山口さんの経営手腕に負うところが大きい。

　山口さんは1960（昭和35）年生まれ、長崎

県大村市の出身で、両親はイチゴや梨を生

産する専業農家であった。山口さんは大学

を卒業後、地元の農協に就職し、そして 30 歳のと

きに農協を退職、両親が従事している農業後継者と

なった。

　定年まで農協に勤務することを考えた時期もあっ

たが、農協職員であった約８年間、他産業を含めた

さまざまな人々との出会いを通じ、「やり方によっ

ては、農業は成長産業になれる……」と考え、仲間

と共にこの事業を始めたのである。努力が実り、今

や、おおむら夢ファームシュシュへの年間入り込み

客数は、県内外を含め約50万人、年間売上高も約

10億円、スタッフも50人を超す規模にまで成長・発

展している。

著者プロフィール：1947年生まれ。福井県立大学教授、静岡文化芸術大学教授などを経て、2008年４月より法政大学大学院政

策創造研究科（地域づくり大学院）教授、同静岡サテライトキャンパス長。他に、人を大切にする経営学会会長はじめ、国や

県、市町、商工会議所などの審議会・委員会の委員を多数兼務している。専門は中小企業経営論・地域経済論・産業論。著書

に『日本でいちばん大切にしたい会社』（あさ出版）、『この会社はなぜ快進撃が続くのか』（かんき出版）など。

　企業の賃上げインセンティブを強化するため、賃上げを行った中小企業への支援を大幅に拡充します。
※平成29年４月１日以後に開始される事業年度において適用

税のこと vol.40　所得拡大促進税制の見直し知っておく
べき

改　正　前 改　正　後

【要件】
①給与等支給総額：平成24年度から一定割合以上増加
②給与等支給総額：前事業年度以上
③平均給与等支給額：前事業年度を上回る

 
【税額控除】
・給与等支給総額の24年度からの増加額の10％

  

　＜要件①の増加要件割合＞

【要件】
　①～③変更なし
 

【税額控除】
・給与等支給総額の24年度からの増加額に対する 10％の
税額控除に加え、平均給与等支給額が前年度比２％以
上増の場合は、給与等支給総額の前年度からの増加額
について、12％の税額控除を上乗せ　→合計22％

（賃上げ率２％以上の場合)
22％控除

10％控除10％控除
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　現行の請求書
～平成31年9月30日

　　区分記載請求書
平成31年10月1日
～平成35年9月30日

　　適格請求書（インボイス）
平成35年10月1日～

消費税の
課税事業者は
全員インボイスに
対応しなければ
いけないな

請求書の様式を
変更しなければ
いけないな

※標準税率対象品目のみ
を販売している場合は、
現在と同様の書式で対応
することも可能です。

④税率ごとの
消費税額

③事業者番号

①軽減税率の
対象品目で
ある旨

②税率ごとに合計した
対価の額

1

2

3

請求書の様式

発行者の氏名または名称

取引年月日

取引内容

取引金額

交付を受ける者の氏名または名称

①軽減税率の対象品目である旨

②税率ごとに合計した対価の額

③事業者番号

④税率ごとの消費税額

記載項目

適
格
請
求
書（
イ
ン
ボ
イ
ス
）

区
分
記
載
請
求
書

現
行
の
請
求
書

123

ワンポイント情報

理財・情報部会

消費税１０％引き上げと軽減税率は平成３１年１０月１日からです

適格請求書等保存方式（インボイス制度）は平成35年10月１日から
インボイス制度について

消費税10％と軽減税率
　既にご存じのこととは思いますが、平成31年10月
１日から消費税率が10％に引き上げられるととも
に、一部の品目の税率を８％とする「軽減税率制
度」が導入されます。
　軽減税率制度は、消費税率10％への引上げに合わ
せて、低所得者に配慮する観点から実施されるもの
です。対象となる品目は「酒類・外食を除く飲食料
品」「週２回以上発行で定期購読される新聞」です。
　事業者は業種にかかわらず、「適用税率ごとに区
分した経理」や「複数税率に対応した区分記載請求
書・領収書等の発行」などが、毎日の仕事の中で新
たに求められます。特に課税事業者は、仕入税額控
除のため、帳簿と区分記載請求書等の保存が必要とな
ります（区分記載請求書等保存方式）。また、免税事
業者であっても課税事業者と取引する場合は、区分
記載請求書等の発行が求められる場合があります。

適格請求書等保存方式（インボイス制度）
　軽減税率導入後、当面は、区分記載が簡素な「区
分記載請求書等保存方式」が適用されますが、平成
35年10月１日以降は、区分記載請求書等の保存に代
えて、「適格請求書等」の保存が仕入税額控除の要
件となります（適格請求書等保存方式（いわゆるイ

ンボイス制度））。
○適格請求書等を発行できる事業者は、税務署長に

申請して登録を受けた課税事業者（適格請求書発
行事業者）です。

（注）申請受付は、平成33年10月１日からとなります。

○適格請求書等には、区分記載請求書等の記載事項
に加え、「登録番号」、「税抜価額又は税込価額
を税率ごとに区分した合計額及び適用税率」、
「消費税額等」の記載が必要です。

○適格請求書発行事業者には、取引の相手方である
課税事業者から求められた場合、適格請求書等の
交付及び写しの保存が義務付けられます。

インボイス導入後の免税事業者からの仕入
　よって平成35年10月１日以降、原則、課税事業者
の仕入税額控除には、「適格請求書（インボイス）」
が必要となります。インボイスは課税事業者のみが
発行できるため、インボイスが発行できない免税事
業者は、課税事業者から取引を避けられ、将来的に
課税選択を迫られる可能性があります。
　なお、インボイス制度実施後は、「免税事業者か
らの仕入の一定割合を税額控除できる経過措置」が
あります。

※引用・参考・参照：日本商工会議所「中小企業のための消費税軽減税率対策（改訂版）」、国税庁「消費税の軽減税率制度が実施されます

（平成28年11月改訂））」、中小企業庁「今日から始める消費税軽減税率対策」

軽減税率制度導入に伴う請求書の変更

３つの請求書の記載事項の違い

軽減税率対策補助金について
　軽減税率対策補助金は、中小企業等の方々が、複数税率対応レ
ジの導入や受発注システムの改修などを行うにあたり、その経費
の一部を補助する制度です。平成31年10月１日から始まる消費税
軽減税率制度に対応するため、補助事業の完了期限（（現行）平成
30年１月31日までに事業完了）が以下のとおり延長されました。

（変更後）平成３１年９月３０日までに事業完了
　なお、補助金の申請受付期限については、上記の補助事業完了
期限に合わせて設定することとしており、具体的な時期は、後日、
下記および中小企業庁のHPにおいて公表されます。補助金の詳細
等は軽減税率対策補助金事務局まで
URL:http://kzt-hojo.jp　TEL 0570-081-222
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女性会いんふぉめ～しょん女性会いんふぉめ～しょん 会員募集中 ●年会費10,000円
●連絡先／十和田商工会議所女性会 24－1111

　女性会の現役会員、岩間ミツさん（㈱岩間印刷）は大正７年８月15
日生まれ。今年、数えで100歳を迎えたことをお祝いしてお花を贈呈
しました（写真）。
　現在も会社に毎日出勤しており、食事を３食キチンと摂ること、新
聞を欠かさず読むこと以外、特別なことは何もしていないとのこと。
　ほかのメンバーも岩間さんを目標に、100歳になっても健康な毎日
を過ごせるようになりたいと思います。 

　11月22日に開催した例会「お茶を楽しむ会」も今年
で８回目となり、これまで商工会館で行っていました
が、和室でやってみようとの試みから十和田シティホ
テルで初めて開催しました。

11月例会 お茶を楽しむ会

祝!! 100歳

●年齢50歳まで●年会費18,000円
●連絡先／十和田商工会議所青年部 24－1111青年部INFORMATION 会員募集中

　去る10月17日、十和田商工会館５階会議室において
10月例会を開催致しました。
　本研修例会では、株式会社テクノル執行役員及び
サービス企画部長をご兼任される安ケ平昌宏様を講師
としてお招きし「最新のPCセキュリティ事情とその
対策について」と題して、ITコーディネーター、セキュ
リティプレゼンターとしてもご活躍される安ケ平様の
これまでのご経験を交えた最新のセキュリティ事情を
優しく解り易くご教授いただきました。
　2000年初頭より企業におけるIT化が急速に推し進
められ、それと共に基幹システムや社内ネットワーク
が外部ネットワークの脅威に晒される可能性が非常に

十和田商工会議所青年部
研修委員会

岡
おかやま

山　拓
た く や

也（㈱WAND）

情報セキュリティの対策を学ぶ

高いものとなりました。また実際の被害も年々増加の
一途をたどっております。
　今回の研修を通し、企業規模や職種業種にかかわら
ず情報セキュリティの脅威への対策が必須項目である
こと、経営者のみならず従業員職員一丸となって情報
リテラシー向上への取り組みが急務であることが強く
認識される大変有意義な時間となりました。

新
し
い
趣
向
で
開
催
さ
れ
た
お
茶
を
楽
し
む
会

安ケ平氏を講師に招いて開催した10月例会

　実行委員は、今回場所が変わったことで企画を、会
長が作ったたくさんの花器に皆さんが思い思いに「お
花」を活け、会場をより一層華やかにしていました。
毎回楽しみにしていた手づくりの懐石料理もホテルの
ランチに変えましたが、美味しい料理とお茶を楽しみ
ながら時を忘れて楽しみました。 

会
場
を
彩
っ
た
花
器
と
お
花
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「国の教育ローン」「国の教育ローン」（日本政策金融公庫）（日本政策金融公庫）のご案内のご案内

Topics

　市内に住む子供たちに、十和田市について学び様々な

魅力を知ってもらおうと、「第３回ゆるりら、十和田こ

ども検定」が11月11日に行われた。

　対象は、市内の小学校に在学する５・６年生。問題は

50問、４つの選択肢から正解と思われる一つを選ぶ択一

式で出題され、受検した子供たちは、十和田市の歴史や

文化、観光など、あらゆるジャンルの問題に挑戦した。

問題を解いて魅力を発見！
ゆるりら、十和田こども検定

十和田市に関する問題に挑戦する児童たち

　当所では、11月15日、「１日でわかる！経理の実務」
と題した経理入門セミナーを開催。㈲マスエージェント
の林忠史氏が講師を務めた。
　セミナーでは、経理の役割や仕事内容といった基本的
な知識から、簿記の仕組み、決算書の作成など実務に則
した内容で解説。受講者は、日々の経理のポイントを押
さえながら、経理業務の仕組みや流れ、心構えをマスター
した。

経理の実務を１日でマスター
経理入門セミナー

講師を務めた林忠史氏

　十和田珠算連盟主催による第39回十和田地区そろばん
競技大会が、11月18日に開催され、“十和田地区そろば
ん一”を懸けて多くの選手が日頃の練習の成果を競い
合った。競技は、かけ算、わり算、みとり暗算、みとり
算の４種目、各300点満点の合計1200点満点で行われ、
山田魁星さん ( 川上総合学習スクール、中２) が見事、
十和田地区そろばん一に３年連続で輝いた。
　また、読上算、読上暗算、フラッシュ暗算による種目
別競技も行われ、それぞれ優勝者を決めた。

そろばん一を目指して一珠入魂
十和田地区そろばん競技大会

３年連続で十和田地区そろばん一に輝いた山田魁星さん

　高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度です。

　お子さま１人につき３５０万円以内を、固定金利（年1.76％（平成29年11月10日現在））で利用でき、

在学期間内は利息のみのご返済とすることができます。

　詳しくは「国の教育ローン」で検索していただくか、下記のコールセンターへお問い合わせくだ

さい。

〔教育ローンコールセンター〕

　０５７０-００８６５６（ナビダイヤル）

　　　　　　　　　　　　または（０３）５３２１-８６５６

「国の教育ローン」「国の教育ローン」（日本政策金融公庫）（日本政策金融公庫）のご案内のご案内
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お問合せ先　十和田商工会議所中小企業相談所　TEL24－1111

T C C I
Towada
Chamber of
Commerce &
Industry 十和田商工会議所からのお知らせ

Information

平成30年　新年祝賀会

返済期間

●運転資金７年以内
●設備資金10年以内

政府系融資制度「マル経」情報

マル経の金利は

年１．１１％（平成29年11月10日現在）
融資対象

●十和田市内で１年以上継続して事業を行っていること
●常時雇用する従業員の数が、製造業・建設業等では

20人以下、商業・サービス業では５人以下（個人の家
族従業員・法人の役員は除く）の企業

●所得税・法人税・事業税・住民税・消費税等、納期限
の到来している税額をすべて完納していること

●従前（原則６ヶ月以前）から商工会議所の経営指導（相
談指導）を受けていること

商工会議所がお勧めする

無 担 保

無保証人

融資限度

最高2,000万円
1,500万円超の場合は

別に要件あり

　当商工会議所で開設している日本政策金融公庫の定
例金融相談の12月の日程は下記の通りです。相談ご希
望の方は、事前にお申込みをお願い致します（要予約）。
相談日時：12月14日（木）　10:30～12:00 
【お申込み先】十和田商工会議所中小企業相談所 TEL 0176-24-1111

簿　記（第148回２・３級）
　検 定 日 :平成30年２月25日（日）　
　申込期間 :12月18日（月）～平成30年１月26日（金）
リテールマーケティング＜販売士＞（第81回１～３級）
　検 定 日 :平成30年２月21日（水）
　申込期間 :12月18日（月）～平成30年１月26日（金）
そろばん（第122・212回段位・１～３級）
　検 定 日 :平成30年２月11日（日）　
　申込期間 :平成30年１月11日（木）まで
【お申込み先】十和田商工会議所検定係 TEL 0176-24-1111

次回日商検定試験（当所実施分）

定例金融相談

（ ）

　市民が一堂に会し、新年の幕開けを祝して新年祝
賀会を開催します。
日　時　平成30年１月４日（木）　17:30 ～ 19:00
会　場　サン・ロイヤルとわだ
会　費　4,000円
申込締切　会費を添えて、12月12日（火）までに下記の

いずれかへお申込みください。出席者名簿
を作成しますので、期日厳守でお願いしま
す。

【お申込み・お問合せ先】
十和田商工会議所総務課　 TEL 0176-24-1111
十 和 田 湖 商 工 会　 TEL 0176-72-2201
十 和 田 市 総 務 部 秘 書 課　 TEL 0176-51-6780
十和田市民生部十和田湖支所　 TEL 0176-72-2311

第30回とわだ雪見ラリー
　指定された５軒のお店をハシゴして、抽選で豪華
景品を当てましょう！
日　時　平成30年２月７日（水）　18:00 ～ 20:00
集合・抽選会場　十和田商工会館
前売券販売中
　販売場所　十和田商工会議所、（一社）十和田市観
　　　　　　光協会、ラリー参加店
　料　　金　前売券3,000円※完売し次第終了

【お問合せ先】十和田市飲食業協会事務局
　　　　　　（十和田商工会議所内） TEL 0176-24-1111

創業したい！売上を伸ばしたい！新商品を開発したい！
経営のお悩み、あなたは誰に相談しますか？

青森県よろず支援拠点では、
８つの分野のプロフェッショナルが

無料でご相談に応じます。
まずはお電話を！！　017-721-3787

 
公益財団法人　２１あおもり産業総合支援センター

よろず支援拠点は、
国が全国各地に設置した経営相談所です

年末年始の事務局業務案内

　12月29日（金）から平成30年１月３日（水）までの期
間、十和田商工会議所事務局の業務は休業となりま
す。1 月 4日（木）より通常通り業務を開始致します
ので、よろしくお願い申し上げます。

【お問合せ先】十和田商工会議所　TEL 0176-24-1111

受賞おめでとうございます
年金委員功労者『厚生労働大臣賞』
年金委員として、多年にわ
たる年金事業の推進に貢献

櫻田　一雅 氏

（十和田商工会議所専務理事）
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協力：のびのびマンガ教室（十和田）

幸せの真ん中にいる鏡餅 三浦　敬光

　　無事にお正月を迎えられることに感謝

杖無しで生きると決めた豆のつる 三浦　幸子

　　私も豆になりたい

どの辺で妥協するかと握る砂 生田　泰川

　　それを見極める目がほしい

愛想笑いしてから皺が増えました 八木田幸子

　　無愛想に振舞うよりはまし

さわやか川柳

（協力　十和田かぱちぇっぽ川柳吟社）

お知らせ

　本誌FRONTIERでは、読者

の皆様に役立つ情報提供に努め

ておりますが、掲載内容により、

発行日が前後する場合がありま

す。予めご了承ください。

当所広報係　TEL 24-1111

　クリスマスに食べるドイツの伝統的
な菓子パン、シュトーレンは、パン生
地にドライフルーツ等を練り込んで焼
き、表面に粉砂糖がまぶしてあります。
そう、こんな感じに…。でもこの写真、
全然シュトーレンじゃありませんか
らー！ザンネーン !! 空から降りてく
る白いやつですよ。こちらもシーズン
到来…。 　(tkr)

〔シーズン到来〕

１枚写真館

つぶやき
　早いもので、今年も残りあとわずか。まだやることはありますが、１年の計は元

旦にありとも言うので、早めに来年の目標でも。

　来年は、ワンダフルな１年にしていけるように、優れた手ワン(腕)もワン(腕)

力もないけれど、自分の力を過信してワンマンプレーをしないように、そして、何

事にもてんやわんやしないように気を付けながら、ワンランク上を目指して、ワ
ンデーワンデー( 一日一日) しっかりと努め、ナンバーワンよりもオンリーワン
になりたい！

　平成30 年は戌年。年男、頑張ります！ 　　　　　　　　　　　(T)
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今月のショーウインドー今月のショーウインドー

このコーナーで紹介する“未来の主役”を募集中です。自薦・他薦は問いません。ご連絡は当所広報担当まで  TEL 0176-24-1111

キラめけっ 未来の主役！キラめけっ 未来の主役！ Vol.84Vol.84
担当している仕事は？
　蒸しパン商品を包装する機械の操
作や商品の表示・品質の最終確認、
また、一日の出来高の集計を主に担
当しています。
 
この仕事を選んだ本当のきっかけ
　工場の前を通る度に焼き立ての良
い香りがして、ここで働いたらたく
さん食べられるかも !? と思ったの
がきっかけです。面接ではそんなこ
と言えませんでしたが…（笑）。
 
毎日見ているので
　パンはあまり買わなくなりました
（笑）。でも、美味しそうなパンを見
かけると、つい作る側の目線になっ
て“どこの工場で作ったのかな？”
と気になって手に取ってしまいます。
 
特権！？
　新商品など、発売前の商品を一足
先に試食できるのが楽しみです。い

つかは自分も商品の提案・開発に携
わってみたいです。
 
自分を成長させて
　人見知りでしたが、高校生の時の
生徒会役員やバラ焼きゼミナールの
活動を機に、克服することができま
した。次の目標は説明力です。機械
の使い方やコツなど、教える側に
なった時に上手く伝えられるような
スキルを身に付けていきたいです。
 
楽しみなこと
　Ａ

トリプルエー

ＡＡがずっと好きで、お金を貯
めてライブに行くことが楽しみで
す。また、今年の冬は、スノボでゲ
レンデデビューもしたいです！
 
臨機応変に対応できるように
　効率を考えながら素早く丁寧な仕
事に努め、ちょっとした機械の不具
合も直せるくらいオールマイティー
になりたいです。

キラめけっ 未来の主役！キラめけっ 未来の主役！

山崎製パン株式会社
十和田工場

赤
あ か い し

石　夕
ゆ う か

香  さん
（21歳）

㈱とのさき不動産
十和田市大字三本木字稲吉13-38
代表取締役　外崎 寧江
ＴＥＬ　0176-51-6907
ＦＡＸ　0176-51-6908

株式会社 とのさき不動産
不動産のご相談なら

懇切丁寧・信頼・安心
がモットーの『とのさき不動産』にお任せください！

取扱事業内容

○宅地、中古建物、アパート、マンション、戸建、倉庫 などの仲介

○農地、山林原野、商業用地 などの仲介

○遊休地（畜産用地など）や空き家などの資産運用・相談 など

○太陽光用地（990～1500㎡）の仲介、小型風力発電用地の

探査 など

お気軽にご相談ください！


